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【スライド-1】

本日は、眼圧を1mmHg下降させる緑内

障点眼液の1日のコスト比較をご報告しま

す。共同研究者は、スライドに示した4名

です。

【スライド-2】

本日のご報告の引用文献は「病院薬学

（現医療薬学）」「あたらしい眼科」

「Japanese Journal of Ophthalmology」

「Ophthalmic Epidemiology」で、これら

の4誌をまとめたものです。

【スライド-3】

目的です。

点眼液は1瓶または1mL単位で薬価が定

められ、患者に1瓶単位で交付されていま

す。1瓶の容量はほぼ5mLでありますが、

我々の検討した点眼液43銘柄の1滴の容量

は29.5～55.9μLと、銘柄間でかなり異な

ります。その原因は日本薬局方に点眼液

の1滴の容量の規定が示されていないこと

にあります。我々は、成分・薬価・1瓶容

量の同じ緑内障点眼液間で1滴の容量が39

μLと55.9μLと異なる銘柄は、1滴の薬剤

コストは63円と106円、年間薬剤コストに

変換しますと23,000円と39,000円の差を観

察しました。

そこで今回、成分の異なる10銘柄の緑

内障治療点眼液の対費用効果を明らかにするために、眼圧を1mmHg下降させる緑内障

点眼液の1日のコストを求めました。

さらに、1日の薬剤コストに影響する因子を考察しました。
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【スライド-4】

方法です。

検討はスライドに示した10銘柄を対象

としました。眼圧下降値は治療前、つま

り緑内障点眼液を点眼する前の眼圧、そ

して、治療後下がった眼圧の値の差を眼

圧下降値として、日本または米国の第3相

試験の報告値より算出しました。そして、

これらの10銘柄の眼圧下降値は0.5％のチ

モプトールで対照薬として評価されてい

ましたので、0.5％チモプトールの眼圧下

降値で対照薬の眼圧下降値を除すること

によりまして、眼圧下降比を求めました。

これに関する検討は後ほどお示しします。

【スライド-5】

これらの10銘柄の第3相試験論文を用い

て評価しました。

【スライド-6】

これが、眼圧下降比を求めたものです。

引用論文番号の1番を見ていただきたい

のですが、0.5％のチモプトールをコント

ロールとしまして、このキサラタンとい

うプロスタグランジン関連薬の点眼液を

評価しています。治療前の眼圧が

23.1mmHgです。両方とも同一の値でし

たが、治療後キサラタンは6.2mmHgほど

下降しています。チモプトールに関して

は4.4mmHgです。これらを眼圧下降率で

求めますと、キサラタンは26.8％、チモプトールは19.0％になります。

一方、No.10の論文を見ていただきますと、2％ミケランと0.5％のチモプトールで同

様の評価をしています。最初、第3相試験に参加された患者さんの眼圧はNo.1の論文と

は違って、25.3mmHgと24.8mmHgです。かなり高い眼圧の患者さんの群なのですが、

それぞれ5.8mmHgと6.5mmHgという眼圧下降値が得られています。これを眼圧下降率

に変換しますと23％と28％になります。チモプトールでは28％の眼圧下降値と、先ほ

どの1番の19％とかなり乖離しています。ということで、先ほどお示ししました眼圧下

降比というものがかなり信頼性のおける評価として挙げられます。

例えばこの4番ですが、0.5％チモプトールXE。これは持続性の1日1回製剤なのです

が、これとコントロールであるチモプトールを検討した場合、眼圧下降比は0.99で、
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ほぼ1となり、ほぼ同等な結果が得られています。よって、このチモプトールに対する

眼圧下降比が、10の銘柄を1つのステージで評価できる指標となることがわかります。

【スライド-7】

次に、モデル患者を設定しました。

眼圧24mmHgの患者さんが、0.5％チモ

プトールの点眼により眼圧が20％、つま

り4.8mmHg下降する標準モデルを仮定し

ました。このモデル患者を基準に、以下

の方法で眼圧を1mmHg下降させる薬剤コ

ストを求めました。

まず、この推定眼圧下降値4.8mmHgに

眼圧下降比、先ほど求めました0.5％チモ

プトールに対する効力比を掛けて、推定の眼圧下降値を求めました。

次に、1滴の点眼コストですが、1瓶の薬価を1瓶から滴下できる滴数、つまり総滴数

で除して求めました。

次に、1日の点眼コストは、用法通りに1回1滴点眼したとして、例えば1日3回の点眼

薬を両目点眼すると、1滴の点眼コストを6倍することによって求められます。

そして眼圧を1mmHg下降させるコストは、この求めた1日の点眼薬剤コストを最初

に求めた推定眼圧下降値で除することによって求めました。

【スライド-8】

そうして求めた値がこの表になります。

まずコントロールとなりました0.5％チ

モプトールですが、1日のコストは61.5円。

これを推定の眼圧下降値4.8で除します

と、12.8円という1mmHgを低下させる1

日のコストが求められます。

この評価を見ますと、ミロルというベ

ーターブロッカーが7.6円、そしてキサラ

タンというプロスタグランジン関連薬が

8.5円と、経済性が求められましたが、リ

ズモンTGというベーターブロッカーに関

しましては、21.7円とかなり高価になっ

ています。

これをもっと分かりやすく説明します。

【スライド-9】

右上のグラフが1瓶の薬価です。この中

で1番高いものが左から4つ目の棒のミロ
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ルです。このミロルの1日の点眼コストを先ほどの式で求めます。すると、薬価はとて

も高いのですけれども、1日の点眼コストに変換しますと、右下のグラフのように、10

の点眼薬群の中で1番安くなります。そして、1mmHg下げるコストに変換しますと、

先ほど説明しましたように、このミロルとキサラタン（左から8番目の棒）が安くなり

ます。

一方この中でそんなに薬価が高くないと思われたものが、実は1mmHg下げる1日の

点眼コストに変換しますと、高い結果が示されます。

この1mmHg下げる1日のコストと1滴の容量が非常に酷似していましたので、この両

者に関しての相関を求めてみました。

【スライド-10】

このグラフがそれです。点眼液の1滴の

容量と眼圧を1mmHg下げるコストは正の

線形相関が認められます。

【スライド-11】

結果です。

眼圧を1mmHg下降させる1日のコスト

は7.6円～21.7円で、最大2.8倍の差が認め

られました。

そして1滴容量と眼圧1mmHg下降させ

る1日のコストに正の相関関係が認められ

ました。

【スライド-12】

結論です。

我々の算出した治療効果と経済性を反

映した指標は、医師が適切な点眼液を選

択するために重要な情報と考えます。

また、眼圧を1mmHg下降させる1日の

コストが1滴容量と正の線形相関を示すの

であれば、点眼容器の1滴容量を規定すれ

ば、薬剤コストの削減が可能になります。

【スライド-13】

そこで、1滴容量の規定を考えてみまし

た。

結膜嚢の容量は25～30μL。既に涙液

が8μLほど貯留していることから、我々

が以前検討した点眼液の1滴容量である
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29.5～53μLを点眼すれば、薬液は結膜嚢

から溢れることになります。先生方が点

眼液を点眼されて、ティッシュペーパー

やハンカチ無しではいられないというこ

とを物語っています。

そして、その過剰な1滴容量は経済的に

無駄であるばかりか、眼周囲の副作用を

発現する可能性もあります。従って、費

用対効果を考慮すれば、薬価を1mL単位

で定めるだけでなく、1錠の含有量を定め

た錠剤のように、適切な1滴の容量を規定する必要があります。

【スライド-14】

そして、それを規定することにより得

られる成果としまして、先ほど示しまし

た43銘柄の結果（1滴容量：29.5～53μL）

から、薬剤1滴を結膜嚢に保持できる20～

25μLに設定した場合、点眼液を全て使

い切るとすれば、現在の点眼液の全国の

使用量は約半減する試算になります。

つまり、点眼容器から落下する1滴の容

量を規定することにより、薬価の改訂を

行わなくとも、平成14年度実績で1,800億円と言われている点眼液の年間薬剤費を削減

することが可能になると思われます。

質疑応答

座長： 容量を規定するというのは、容器の側の問題なのですか。これは現実論として可

能なのですか。

A： 可能です。例えば以前ファルマシアがキサラタンという目薬について点眼容器の

上のチップを改良して、1滴の量を変化させていますし、今年の4月には大塚製薬が

ミケランの点眼液を、やはりチップの部分を改良して1滴の量を少なくしています。

医薬品メーカーもそのことには気が付いているようです。

座長： 副作用の話が少し出ていましたが、目の周囲の話ではなく、全身性の副作用等は

ベーターブロッカーによって大きく違いますね。比較されたものはそれぞれのメカ

ニズムが違うので、そのあたりのことを加味すると、滴数はやはり必要最小限が一
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番いいと思いますが、それに関しては何かご考察されていますか。

A： そうですね、ベーターブロッカーの副作用に関してはレセプターという理論が働

きますので、1滴の容量が少なくなっても、少量が吸収されますと、やはり副作用は

発生すると思います。ベーターブロッカーの全身性の副作用は1滴容量とは関わりに

くいと思うのですが、局所に関しましては関係があると思っています。

座長： コストを算出する際に、副作用が起きて生じるマイナス面を補うためのコストも

加味する、あるいは、メカニズムが違うために、ドクターサイドは全身性の副作用

が避けられるということを選択されることもあるので、そのあたりの評価もある程

度加味することも必要かと感じたのですが、そのへんはいかがでしょうか。

A： そうですね。おっしゃるとおり、今後そのへんを加味した検討を行いたいと思い

ます。ありがとうございます。




